
対象の定期券は？

・対象路線：近江鉄道全線と路線バス（角能線）

・対象期間：令和8年4月1日～令和9年3月31日の定期券
※ 利用開始日から８日以上経過したもの

※ 対象期間外の日数分は、購入金額から日割りで差し引き計算します。

（1日あたりの単価については、円未満切り捨て）

通学定期券の購入費用を補助します！

補助の対象者は？

愛荘町内に住所を有する学生で、近江鉄道（鉄道・路線バス）を利用して中学校・高等

学校・大学・高等専門学校・専修学校等に通学する者と同一世帯の方

学生１人につき、年度内１回限り（複数の定期券をまとめて申請できます）

【問い合わせ先】 愛荘町役場本庁舎 みらい創生課 ☎：0749-29-9046
〒529-1380 愛荘町愛知川72番地 メール：seisaku@town.aisho.lg.jp

申請手順

② 役場から「交付決定通知兼確定通知書」を交付
（決定には審査があります）

③ 補助金を指定の金融機関口座に振込み
（②の通知手続き完了後、1ヶ月以内の振込み）

提出先 ： みらい創生課（愛荘町役場本庁舎）

提出方法： 窓口持参、郵送、またはメール

①申請書兼請求書と、 の申請に必要な書類を準備し
役場へ提出

愛荘町HP QRコード
通学定期補助について

申請に必要な書類は？

① 通学定期券の写し
※近江鉄道交通系ICカード（ICOCA）の場合は、ICOCA定期券内容控の写し（Web定期券
「iCONPASS」で購入された場合は、購入内容が確認出来る画面の写し）
※定期券の写し等が用意できない場合は、購入確認書

② 学生証の写し※在学証明書可

③ 補助金を振り込む通帳の写し（申請者と通帳の口座名義者は一致させてください）

補助の金額は？

近江鉄道定期券・路線バス定期券

購入費の20％（100円未満切り捨て）

〇 鉄道・バスどちらかのみ利用：上限１万円
（５万円以上の定期券の場合に１万円）

〇 鉄道とバス両方利用：上限２万円

申請書のダウンロード
はこちらから


